
〈
基

調

講

演
〉

医
療
と
宗
教

―

医
の
現
場
か
ら
―

一
　

医

学

の

進
歩

と
倫

理
委

員

会

最
近
の
近
代
科
学
を
応
用
し

た
医
療
機
器

の
開
発

に
は
目

を
見
張

る
よ
う

な
急
激
な
進
歩
が
見
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
心
臓
移
植
手
術

等
を
契
機
に
、

人
権
と
医
療
の
調
和
が
求

め
ら

れ
て

い
る
。
一
部
の
犯
罪
的

と
も
思
わ
れ
る

事
例
（
本
邦
最
初
の
脳
死
心
臓

移
植
例

は
殺
人

の
疑

い
で
告
訴

さ
れ
た
）
の

反
省
に
よ
り
、
個
人
の
倫
理
感

の
み

に
依
存
す

る
の
で

は
な
く

、
専
門
的
委

員
会
の
判
断
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

日
本
で

は
八
〇

大
学

に
医
学
部

。
医
科
大
学
が
あ
り
、
こ
れ
ら

の
す

べ
て

の
大
学
に
倫
理
委
員
会
が
設
置

さ
れ
て

い
る
。
全
国
の
医
学
部

・
医

科
大
学

の
倫
理
委
員

会
連
絡
懇
談
会
は
、
平
成
元
年
二
月
一
三
日
に
京
都
大
学
で
第

一

回
が
開
催

さ
れ
。
年
二
回
の
懇
談
会
が
継
続
的
に
開
催
さ
れ
て

い
る
。

日
本
大
学
医
学

部
で

は
昭
和
五

〇
年
代
の
終
わ
り
に
、
日
本
で

は
比
較
的

押
　
田
　
茂
　
實

早
い
時

期
に
倫
理
委
員

会
が
設
置

さ
れ
て
い
た
。
昭
和
六
〇

年
に
日
本
大
学

医

学
部
法
医

学
教
室
の
教
授
に
就
任
し
て
、
ま
も
な
く
倫
理
委
員

に
任
命
さ

れ
た
。
法
医

学
教
室
で

は
、「
法
律

に
関
係
の
あ
る
医

学
的
問
題
を
研
究
し
、

応
用
す

る
学
問
で

あ
り
、
具
体
的
問
題
を
対
象
と
し
て
社
会
活
動
」

を
し
て

お
り
、
こ
の
よ
う
な
先
進
医
療
と
倫
理
的
課
題
に
積
極
的
に
取

り
組
ん
で
い

る
。現

在

の
日
本
大
学
医

学
部
倫
理
委
員
会
の

メ
ン
バ
ー
は
、
医

学
部
教
授
四

名
（
基

礎
系
二
、

臨
床
系
二
）
、
学
識
経
験
者
五
名

（
民
法

・
刑
法
・
哲
学

の
教
授
、
研
究
所

倫
理
学
教
授

（
女
性
）
、
女
性
弁

護
士
）

で
あ

る
。
現
在

で

は
倫
理
委
員

会
の
メ
ン
バ
―
に
つ
い
て

過
半
数
以
上

の
外

部
委
員
で
構
成

し

な
け
れ
ば

い
け

な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
平

成
一
一
年

か
ら
一
九
年
ま

で
委
員
長
を
つ
と

め
た
が
、
こ
の
間
に
哲
学
・
倫
理
学

の
学
識
経
験
者
と
し

て
、
瀬
在
良
男
教
授

（
元
総
長
）
、
小
野

健
知
教
授

（
哲
学
）
、
そ
し
て
嘉
吉

医療と宗教
１



純
夫
教
授

（
倫
理
学
）

が
平

成
一
三
年
よ
り
委
員
を
つ
と
め
て
下

さ

っ
て

い

る
。

二
　

輸

血

拒

否

Ａ
Ｂ
ｏ
式
血
液
型
は
一
九
〇
一
年
Ｋ
．
　
Ｌ
ａ
ｎ
ｄ
ｓ
ｔ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
に
よ
り
発
見
さ

れ

た

が

、

輸

血

は

そ

れ

以

前

か

ら

施

行

さ

れ

て

い

た

（
例

え

ば

、

ブ

ラ

ン

デ

ル

の

輸

血
光

景

、

一

八

二
七

年

）
。

近

年

輸

血

に

関

し

て

は
、

そ

の

副

作

用

に

注

目

が

集

ま

り

、
「
輸

血

療

法

の

適

正

化

に

関

す

る

ガ

イ

ド

ラ

イ

ン

（
平

成

元

年

九

月

一

九

日

）
」

を

経

て

、
「
輸

血
療

法

の

実

施

に
関

す

る
指

針

（
平

成

一

一
年

六

月

一

〇

日

）
」

が

実

施

さ

れ

て

い

る

。

最

近

で

は

少

量

の

輸

血

は

施

行

し

な

い

で

、

術

前

に

大

量

出

血

が

見

込

ま

れ

る
場

合

に

は
、

患

者

及

び

家

族

に

十

分

な

イ

ン

フ

ォ

ー

ム
ド

ー
コ

ン

セ

ン

ト

を

行

っ
て

、

同

意

書

（
承
諾
書
）
を
得
て
か
ら
手
術
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
エ
ホ
バ
の
証
人
」
の
信
者
は
輸
血
以
外
の
治
療
に
は
同
意
（
承
諾
）
す
る

が

、

輸

血
そ

の

も

の

を

拒

否

す

る

の
で

、
医

療

に
関

す

る
紛

争

の
み

な

ら
ず

、

加

害

者

に
対

す

る
刑

事

責

任

の
問

題

に

発
展

す

る

こ
と

が

あ

る
。

(
1
)
川
崎
事
件
（
輸
血
拒
否
で
、
交
通
事
故
児
死
亡
）

昭
和
六
〇
年
六
月
、
川
崎
市
で
一
〇
歳
の
小
学
生
が
ダ
ン
プ
カ
ー
と
接
触

し

、

両

足

骨
折

な
ど

の

た

め

、

大

学

病

院

に

運

ば

れ

た

。
駆

け

つ
け

た

両

親

が

「

エ

ホ

バ
の

証

人

（
も

の

み

の

塔

聖

書

冊

子

協

会
）
」

の

熱

心

な

信

者

で

あ

り

、
「
輸

血

を

受

け

る

こ

と

は

、
聖

書

に

の

っ

と

っ

て

で

き

ま

せ

ん
」

と

い

う

決

意

書

を

病

院

に

提

出

し

た

。

そ

の

後

、

病

院

と

両

親

の

間

で

押

問

答

と
な

っ
た
が
、
小
学
生

は
約
五
時
間
後
に
死

亡
し

た
。
そ

の
後
、
ダ

ン
プ

カ

ー
の
運
転
手
は
業
務
上
過
失
致
死
罪
な
の
か
致
傷
罪

な
の

か
、
輸
血
を
拒
否

し

た
親
の
保
護
責
任
者
遺
棄
容
疑
、
輸
血
を
行
わ
な
か
っ
た
医
師
の
業
務
上

過
失
致
死
な
ど
の
刑
事
責
任

の
有
無
が
問
題
と
な
っ
た
。

(
2
)
　
未
熟
児
の
輸
血
拒
否

未

熟
児
貧
血

の
た
め
必
ず
行

わ
な
け

れ
ば

な
ら

な
い
輸
血
を
、
「

エ
ホ
バ

の
証
人
」

の
両
親

が
拒
否

し
た
た
め
、
日
大
医
学
部
倫
理
委
員
会
で
検
討
す

る
こ
と
と

な
っ
た
。
そ

の
後
未
熟
児

は
死
亡
し
た
が
、
慎
重

に
検
討
し

た
結

果
、
輸

血
療
法

に
関
し
て
十
分
説
明
し
、
同
意
を
得
る
よ

う
最
善

を
尽
く
し

て
も
、
輸

血
を
拒
否
す

る
場

合
に
は
、
専
門
医
が
二
名
以
上
で
救
命

の
た
め

輸

血
を
必
要
と
判
断
し

た
場

合
に
は
、
輸
血
を
施
行
す

る
こ

と
が
あ

る
、
ま

た
、
診
療
上
輸
血
が
不
可
避
で
輸

血
拒
否
を
固
執
す

る
場
合

に
は
、
転
医
し

て
も
ら
う

か
、
診
療
を
引
き
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
し
た
（
昭
和

六

三

年
六
月
二
八
日

、
日
本
大
学
本
部
通

知
）
。
そ
の
後

の
社
会
情
勢

の
変
化

に
対

応
す

る
べ
く

改
定
作
業
が
現

在
続
行
中
で
あ
る
。

(
3
)
　
東
京
都
立
病
院
で
の
対
応

「
宗
教
上

の
理
由
に
よ
る
輸
血
拒
否

の
問
題

に
は
、
法
律
、
倫
理
、
患
者
の

人
権
、
医

師
の
義
務
な
ど
が
関
係
し
て

お
り
、
個

々
の
事
例
に
つ
い
て
複
雑

で
困
難
な
判
断

が
求
め
ら
れ
る
。
個
々
の
医
師

に
そ
の
判
断
の
す
べ
て
を
委

ね
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
こ
の
た
め
、
医
療
現
場
に
お
い
て
医
師
が

判
断
す
る
た
め
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
と
と
も

に
、
患
者
や
そ
の
家
族
の
理

解
を
得
る
た
め
に
、
都
立
病
産
院
に
お
け

る
対
応
の
基
本
的
な
指
針
（

ガ
イ



／

／
／

ド
ラ
イ

ン
）

を
定
め
る
」
こ
と
と
し
て
、
東
京

都
衛

生
局

は
平

成
六
年
四
月

に
「
宗
教
上

の
理
由

に
よ
る
輸

血
拒
否

へ
の
対

応
に
つ
い
て
」

と
題
す

る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
し
た
。

内
容

は
。
成
人
の
場
合

（
満
一
八
歳
以
上
）

と
子

ど
も
の
場

合
（
満
一
八

歳
未
満
）

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
意
識

の
有
無

、
輸

血
拒
否

の
書
類
等

の
所

持
の
有
無
な
ど

の
場
合

の
対
応

に
つ

い
て
詳
し

く
説
明

し
て

お
り
、

さ
ら

に

輸
血
を
行

わ
な
い
場
合

の
留
意
点
、
自
主
的
判
断

能
力

の
有

無
に
つ
き
疑
問

の
あ
る
成
人

へ
の
対
応
な
ど

に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
の
で
、
一
三
、
〇
〇
〇

文
字
以
上

に
及

ん
で
お
り
、
詳
細
す
ぎ
て
現
場

で
の
緊

急
時

の
対
応

に
理
解

し
が
た

い
と
の
批
判
も
出
て
い
る
。

(
4
)
　
輸
血
拒
否
患
者
へ
の
輸
血
実
施
裁
判
例

平

成
四
年

、
あ
る
病

院
で
、
六
三

歳

の
女
性

患
者

（
エ
ホ

バ
の
証

人
信

者
）
が
悪
性

の
肝
臓

血
管
腫
と
診
断
さ
れ
た
が

、
手

術
は
輸

血
な
し
で

は
で

き
な

い
と
告
げ
ら
れ

た
た
め
、
無
輸
血
手
術

の
可

能
性
が
あ
る
施
設
と
し
て

大
学
研
究
所
附
属
病
院

に
転
院
し
た
。
手
術

は
平

成
四

年
九
月

に
行

わ
れ
、

腫
瘍
が
認

め
ら
れ
た
肝
臓
の
一
部
お
よ

び
右
腎

臓
が
切

除
さ
れ
た
。
術
中
出

血
量
は
２
,
２
４
５
ｍ
ｌ
余
り
で
、
医
師
ら
は
、
麻
酔
覚
醒
前
に
濃
厚
赤
血
球
及

び
新

鮮

凍

結
血

漿
六

単
位

各

１
，２
０
０ｍ

ｌ
を

点
滴

投
与

し

た
。
医

師

は
患

者
・
家
族
に
輸

血
の
事
実
を
説
明
し
て

い
な

か
っ
た
が
、
一
〇
月

に
輸

血
の

事
実
を
聞
き
つ
け
た
週
刊
誌
の
記
者

か
ら
取
材

の
申
し

入
れ
が
病
院

に
あ
り
、

一
一
月
に
医

師

は
患
者
・
家
族
に
輸
血
の
事
実

を
告
げ

た
。
平
成
五
年

に
女

性
患
者
は
、
承
諾
の
な
い
輸
血
を
債
務
不
履
行
及
び
不
法
行
為
と
し
て
一
二

○
○
万
円

（
弁
護
士
費
用
を
含
む
）
の
損
害
賠
償
金
を
請
求
す
る
民
事
訴
訟

を
国
及

び
医
師
ら

に
対
し
て
提
起
し
た
。

第
一
審
判

決
（
東
京
地
裁
、
平
成
九
年
三
月
一
二
日
）
で

は
、
医
師
が
患

者

と
の
間
で

「
い
か
な
る
事
態
に
な

っ
て
も
輸
血
を
し

な
い
と
の
特
約
を
合

意

す
る
こ
と

は
」
「
医
療
が
患
者

の
治
療
を
目
的
と
し
救
命
す

る
こ

と
を
第

一
の
目

標
と
す

る
こ
と
、
人
の
生
命
は
崇
高
な
価
値
の
あ
る
こ
と
、
医
師
は

患

者
に
対

し
可

能
な
限
り
の
救
命
措
置
を
と
る
義
務
の
あ
る
こ
と
」
に
「
反

す

る
も

の
で

あ
り

、
そ
れ
が
宗
教
的
信
条
に
基
づ
く
も

の
で
あ

っ
た
と
し
て

も

、
公

序
良
俗
に
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」
と
し
た
。

患
者

は
東
京
高
裁

に
控
訴
し
た
が
、
平

成
九
年
八
月

に
亡
く
な
り
、
遺
族

が
訴
訟

を
引
き
継

い
だ
。
東
京
高
裁
（
平

成
一
〇

年
二
月
九
日
）
で
は
、
患

者

の
訴
え

を
一
部
認
容
し
、
慰
謝
料
お
よ
び
弁
護
士
費
用
計
五
五

万
円
の
支

払

い
を
命
じ

た
。
「
絶
対
的
無
輸

血
の
合
意
が
成
立
し
て

い
る
と
認

め
る
こ

と
は
で
き
な

い
」
と

し
て

無
輸
血
特
約

の
合
意

を
否

定
し
た
が
、
「
人
が
信

念
に
基
づ
い
て

生
命
を
賭
し
て
も
守
る
べ
き
価
値
を
認

め
、
そ
の
信
念
に
従

っ
て
行
動

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
他
者
の
権
利
や
公
共

の
利
益
な
い
し
秩
序

を
侵
害
し
な
い
限
り
違
法
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し

た
。

国
・
医

師
い
ず

れ
も
判
決
を
不
服
と
し
て
最
高
裁
に
上
告
し
た
が
、
平

成

匸
一
年
二
月
二
九
日
、
両
者
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
こ

の
判
決
の
中
で
、
最

高

裁

は
無
輸

血
特
約
の
適
否

に
つ
い
て

は
触
れ
ず
、
患

者
の
「
自
己

決
定

権
」

と
い
う
言
葉

の
使
用

は
避
け
、
「
意
思
決
定
を
す

る
権
利

は
、
人
格

権

の
一
内

容
と
し
て

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
論
じ
、
医
師
ら
が
説
明

医療と宗教
３



を
怠

っ
た
こ
と

を
「
人
格
権
を
侵
害
し

た
」

と
し
た
。

(
5
)
　
親
拒
ん
で
も
一
五
歳
未
満
輸
血
、
信
仰
よ
り
救
命
優
先

信
仰
上

の
理
由
で

輸
血
を
拒
否
す

る
「
エ
ホ
バ
の
証
人
」
信
者
へ
の
輸
血

に
つ

い
て
、

日
本
輸

血
・
細
胞
治
療

学
会
な
ど
関
連
五

学
会
の
合
同
委
員
会

は
、
一
五
歳
未

満
の
患
者
に
対

し
て

は
、
信

者
で

あ
る
親
が
拒
否
し
て
も
救

命
を

優
先
し
て
輸

血
を
行
う

と
す

る
指
針
の
素
案

を
ま
と

め
た
。
「
信
教
の

自
由
」

と
「
生
命
の
尊
重
」

の
ど
ち
ら

を
優
先

す
る
か
で
悩
む
医
療
現
場
の

要
請

に
応
え
て
検

討
を
始

め
、
「
自
己

決
定
能
力
が
未

熟
な
一
五
歳
未

満
へ

の
輸

血
拒
否

は
、
親
権
の
乱
用

に
当

た
る
」

と
判
断

し
た
。
合
同
委
員
会
は

こ
の
ほ

か
、
日
本
外

科
学
会
、
日
本
小
児
科

学
会
、
日
本
麻
酔
科
学
会
、
日

本
産
科
婦
人

科
学
会
の
国
内

主
要
学

会
で
組
織

。
年
内

に
共
通
指
針
と
し
て

ま
と

め
る
と
し
て

い
る
。

三
　
火
葬
に
つ
い
て

日
本

の
法

律
で

は
、
原
則
と
し
て

、
死
体

（
も
し
く
は
妊
娠
七
か
月
以

上

の
胎
児

）
は
死

後
（
も
し
く
は
死
産
後
）
二
四

時
間
以

内
に
は
埋
葬
又
は
火

葬
し
て

は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
墓
地
、
埋
葬
等
に
関
す
る
法
律
第
三

条
）
。
日
本
で

は
火
葬
以

外
の
土
葬

な
ど
の
方
法
が

禁
じ
ら
れ
て

い
る
わ
け

で

は
な
い
が
、
環
境
衛
生
面
か
ら
行

政
と
し
て

は
火
葬
を
奨
励
し
て
い
る
。

日
本

に
は
仏
教
の
伝
来
と
共
に
火
葬
が
伝
わ

っ
た
と
い
う
の
が
有
力
説
で
あ

る
。

①
仏

教
で
は
本
来
、
遺
体
に
意
味
は
な
い
の
で

焼
い
て
骨
に
し
、
自
然
に
も

ど
す
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

②
キ
リ
ス
ト
教
圏
で
は
土
葬
が
多
い
が

、
や

は
り
遺
体

に
と
く
に
意
味
は
も

た
せ
て

い
な

い
。

火
葬
へ
の
禁
忌
感
が
強
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
火
葬
率
は
、
保
守
派

の
間
で
禁
忌
感
が
強

い
こ
と
も
あ
り

二
〇
％
強

に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て

い

る
。
た
だ
し
、
同
じ

キ
リ
ス
ト
教
圏

に
あ
る
と
も

い
え

る
イ
ギ
リ
ス
及

び

同
国
の
影
響
下
に
あ

っ
た
国
々
で

は
、
七
〇
％
強
の
火
葬
率
で
あ
る
と
い

③
儒
教
で
は
親
の
遺
体
を
焼
く
こ
と
は
親
不
孝
な
行
為
で
、
遺
体
は
て

い
ね

い
に
葬
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
、
大

々
的
な
儀
式
を
行

っ
て
土
葬
に
す

る
。

④
イ
ス
ラ

ム
教
で
は
火
葬
は
禁
止

さ
れ
て

お
り
、
土
葬
に
す
る
が
、
お
墓
参

り
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
宗
派

に
よ

っ
て
温
度
差
が
あ
り
、
一

部
に

は
火
葬

を
許
容
す

る
姿
勢
も

あ
る
と

い
う
。
一
部

の
資
料
で

は
、

「
同
性
愛
者

を
拘
束
し
、

立
た
せ
、
剣

に
よ
り
、
頭
か
ら
二
分
す
る

か
斬

首
す
る
か
し
て
体
を
二
つ
に
割
く
べ
き
で
あ

る
。
死
亡
し
た
後
は
、
火
葬

と
す
る
か
、
山
頂
か
ら
投
げ
落
と
す

べ
き
で
あ

る
。
そ
の
後
死
体
を
集

め
、

焼
却
す
べ
き
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
穴

を
掘
り

、
生
き

た
ま
ま
焼
却
し
て

も
よ
い
」
と
し
て

い
る
。

日
本
で
死
亡
し
た
イ

ス
ラ

ム
教
徒
の
遺
体
を
故
郷
へ
航
空
機
で
送
る
た
め
、

善
意
で
火
葬
し
て
国
際
問
題
と
な
っ
た
こ

と
も
あ

る
。
国
際
化
の
進
む
情
勢

の
中
で
、
自
分
た
ち
の
常
識
だ
け
で

な
く

、
各
種

の
宗
教
と
習
慣
と
の
整
合

性
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

４



四
　

自

殺

率

に

つ

い

て

日
本
に
お
い
て
は
、
自
殺
者
が
一
〇
年
連
続
で
三
万
人
を
超
え
て
お
り
、

「
経

済

」

を

動

機

と

し

た

自

殺

が

注

目

さ

れ

て

い

る
。

日

本

の

自

殺

率

は

国

際

的

に
も

高

い

と

さ

れ

て

い

る

が

、

国

際

比

較

を

す

る

際

に

は

、

宗

教

と

自

殺

の
関

係

に
関

し

て

考

察

す

る

必

要

が

あ

る

。

特

に

キ

リ

ス

ト

教

や

イ

ス
ラ

ム
教
で

は
自

殺

は
簡

単

に

認

め

ら

れ

て

い

な

い

。

例
え

ば

、

世

界

一
五

〇

力
国

を

対

象

と

し

て

自

殺
率

。
他

殺

率

を

検

討

し

た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
二
〇
〇
二
年
の
デ
ー
タ
で
は
（
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
一
〇
万
人

あ
た
り
の
人
数
）
、
自
殺
率
が
高
い
国
と
し
て
リ
ト
ア
ニ
ア
（
4
0
.
2
）
、
ベ
ラ

ル
ー
シ
（
3
5
.
1
）
、
ロ
シ
ア
（
３
４
．
３
）
で
あ
り
、
日
本
（
２
４
．
０
）
は
九
位
で
あ

っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
（
1
1
.
1
）
は
四
三
位
、
イ
ギ
リ
ス
（
７
．
０
）
　
は
六
三
位

で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
多
い
エ
ジ
プ
ト
（
0
.
1
）
は
一
〇
〇
位
で
あ
っ

な

な

お
、

日

本

国

内

で

は
様

々

な
殺

人

事
件

が

詳

細

に
報

道

さ

れ

て

い

る

の
で

多

い

と

い

う

印

象

で

あ

る
が

、

他
殺

率

は
世

界

で

最

も
低

い

国

で

あ

る

。

殺
人
事
件
で
は
ア
メ
リ
カ
の
約
一
〇
分
の
一
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
な
ど
の

数

分

の

一

で

あ

っ

た
。

そ

し

て

殺

人

事

件

の
発

生

率

も

日
本

で

は
昭

和

三

九

年

（
一
九

六
四

年
）

を

最

高

と

し

て

そ

の

後

極

端

に

減

っ

て

い

る

の

が

現

状

で

あ

る

。

五
　

癌

告

知

と

イ

ン

フ

ォ

ー

ム
ド

・

コ

ン

セ

ン

ト

個
人

的
に
尊
敬

し
て

い
た
黒
川

利
雄
先
生
（
元

東
北

大
学
総
長
、
癌
研

院

長
、
日
本
学
士
院

院
長
）
が
癌
告
知
の
際
の
注
意
と
し
て
、
生
前

に
「
山
上

に
山
あ
り
」
に
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
た
。

「
僕
の
前
の
癌
研
院
長
だ

っ
た
田
崎
勇
三

さ
ん
が
、
仏
教
の
高
僧
に

ガ
ン
だ

と
告
げ
た
と
こ
ろ
、
日
頃
「
私
は
（
宣
告
さ
れ
て
も
）
大
丈
央
だ
」
と
話
し

て
い
た
老
師
が
、
す

っ
か
り
取
り
乱
し
て
し
ま

っ
た
。
こ
れ

は
有
名
な
話
で

す
が
、
僕
が
癌
研

に
来
て
か
ら
も
、
姉
だ
と
偽

っ
て
担
当
の
医
師
に
電
話

を

か
け
、
自
分
が

ガ
ン
で
あ
る
こ
と
を
聞
き
出
し
た
女
性
が
投
身
自
殺
し
ち
ゃ

っ
た
と
い
う
、
そ
ん
な
悲
劇
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
う
し
た

ケ
ー
ス
は
、
ほ

か

に
も
た
く

さ
ん
あ

る
の
で
す
。
「
医
戒
」
の
中
で

フ

―

プ
エ
ラ

ン
ド
が
「
不

治
の
病
者
も
見
捨
て
ず
、
不

起
の
宣
告

は
避
け
よ
」

と
指
摘
し
て

い
る
の
を
、

か
み

し
め
て
み

る
必
要

が
あ
る
で
し

ょ
う
。
」

そ
の
後

、
イ
ン

フ
ォ

―
ム
ド

ー
コ
ン
セ
ン
ト
に
関
し
て

は
大
き

な
変
化
が

見
ら
れ
、
現

在
で

は
検
査
・
手
術

の
際
の
対
応
に
つ
い
て

は
激
変

し
て

い
る
。

癌
患
者
や
家
族
へ
の
癌
告
知
に
関
し
て
も
当
然
と
い
う
雰

囲
気
に
な
っ
て
い

る
が
、
こ

の
テ

―
マ
に
関
す
る
問
題
が
提
起
さ
れ
た
場

合
に
は
、
こ

の
黒
川

先

生
の
言
葉

が
頭

の
隅
に
い
つ
も
残

っ
て
い
る
。

（
１
）
　
押
田
茂
實
・
児
玉
安
司
・
鈴
木
利
廣
：
実
例
に
学
ぶ
医
療
事
故
「
第
二
版
」
、

医
学
書
院

、
二
〇
〇
二
。

（
２
）
　
押
田
茂
實
：
医
療
事
故
―
知
っ
て
お
き
た
い
実
情
と
問
題
点
、
祥
伝
社
新
書
、

二
〇
〇
五
。

（
３
）
　
東
京
都
立
病

院
産
院
倫
理
委
員
会
が
、
輸

血
拒
否
患
者
へ
の
対
応

ガ
イ
ド
ラ

イ

ン
を
設
定
、

メ
デ

ィ
カ
ル
朝
日
、
七
三

～
八
四
、
一
九
九
四

～
一
九
九
五
。

医療 と宗教
５



（
４

）
　
読

売
新

聞

、

平

成

一
九

年

六
月

二
四

日

。

（
５
）
　
火
葬
、
フ
リ
ー
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
（
Ｗ
ｉ
ｋ
ｉ
ｐ
ｅ
ｄ
ｉ
ａ
）
』
'

ｈ
ｔ
ｔｐ
：
／
／ｊａ
.
w
ｉｋ
ｉｐ
ｅ
ｄ
ｉａ

．ｏ
ｒｇ
／
w
ｉｋ
ｉ／

（
６
）
　
ｈ
ｔ
ｔ
ｐ
：
／
ｙ
　
w
w
w
w
．
ｔ
ｔ
ｃ
ｎ
．
ｎ
ｅ
．
 
ｊ
ｐ
／
~
ｈ
ｏ
ｎ
ｋ
ａ
w
ａ
／
２
７
７
０
．
ｈ
ｔ
m
l

（
７

）
　

黒
川

利

雄

‥
山

上

に
山

あ

り

、
河

北

新

報

社

、

一

九

七

九

。

（
お

し

だ

・

し

げ

み

、

日

本

大

学

医

学

部

社

会

医

学

系

法

医

学

分

野

教

授

）

６
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